
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 愛媛労働局は、５月２１日に田中

労働局長が社団法人愛媛県バス協会

の廣瀬副会長、門屋専務に対し、バ

ス運転者の労働時間等労務管理に関

する要請を行いました。（左写真） 
 ４月２９日に群馬県内の関越自動

車道で発生したバス事故により、乗

客７名が死亡、バスの運転手を含む

３９名が重軽傷を負いました。厚生

労働省では、乗客の生命のみならず

バス運転者の労働条件の確保から５

月１２日に厚生労働大臣が公益社団

法人日本バス協会、高速ツアーバス

協議会に対し、バス運転者の労働時

間等労務管理に関する要請を行いま

した。 
愛媛労働局では、この大臣要請を

受け、労働基準法、改善基準告示、

労働安全衛生法の細かな点等につい

ての遵守徹底、本要請の周知を愛媛

県バス協会に対して要請を行いまし

た。 
愛媛労働局では、今後とも管内の

労働基準監督署とともに、愛媛運輸

支局と連携を密にしながら、県下の

バス事業者に対し、監督指導を通じ

た労働基準法、改善基準告示、労働

安全衛生法の遵守・徹底を図ってい

きます。 

４月に関越道で発生したバス事故を受け、愛媛県バス協会に労働時間等労働

条件に関する要請を行いました。 



 


